
会議の要旨

１ 開催した会議の名称

令和６年度第１回精華町国民健康保険運営協議会

２ 開催日時及び場所

令和６年８月１６日（金）午後２時から午後３時２５分まで

精華町役場 ６階 審議会室

３ 議題等

１ 令和５年度精華町国民健康保険事業特別会計決算について

２ 精華町国民健康保険条例一部改正（案）について

４ 公開・非公開の別

公開

５ 出席者

精華町国民健康保険運営協議会委員１３名のうち出席者１０名

出席委員

飯田委員、永嶋委員、安村委員、藤木委員、三谷委員、

寺本委員、村島委員、渡辺委員、山本正來委員、石井委員

欠席委員

檀上委員、山本浩二委員、新司委員

６ 開会

委員１３名中１０名の出席により、過半数を上回っていることから、本

協議会は成立

７ 会長及び副会長の選任について

村島委員より渡辺委員を会長へ推薦

全会一致で渡辺委員を選任

渡辺会長より寺本委員を副会長へ推薦

全会一致で寺本委員を選任

８ 審議等の要旨

１ 令和５年度精華町国民健康保険事業特別会計決算について

歳入決算 ３，２２５，１６５，０４８円

歳出決算 ２，９９３，７５２，７１４円について内容説明



質問・意見など

寺本副会長：附属資料に記載の１件あたりの費用額や１人あたりの費

用額について、未就学児の入院が大きく増加している

が、要因は何か？

事務局 ：未就学児の人数が１００名ちょっとであり分母が小さい

ので、１人の入院で大きく変動したものと考えている。

三谷委員 ：１件あたりの調剤の費用額が下がっているのは、薬価が

下がったこともあるが、ジェネリック医薬品が徐々に普

及していることも要因の１つである。しかし、ジェネリ

ック医薬品の供給が安定していないため、セルフメディ

ケーションの推進等、他の手法を考えていく必要があ

る。

審議結果

賛成全員

２ 精華町国民健康保険税条例一部改正（案）について

改正の主な内容

令和６年１２月２日から、現行の被保険者証の新規発行・再発行がで

きなくなり、マイナ保険証もしくは資格確認書を使うことになる。ただ

し、経過措置として最大１年間は、発行済みの被保険者証（有効期限内

に限る）が利用できる。

条例において、「被保険者証」の文言が罰則規定にあり、国保の資格

取得・喪失届出をせず、若しくは、虚偽の届出をした場合又は国保税を

滞納したことにより被保険者証の返還を求めたにも関わらず、返還に応

じない場合、１０万円以下の過料を科することができる罰則に対し、滞

納による被保険者証の返還を求めたにもかかわらず返還に応じない場合

に相当する箇所を削除する。

質問・意見など

なし

審議結果

賛成全員

９ 答申

10 閉会


